
団体名 業種名 事業名 施設名

土浦市 水道事業 ― ー

現行の経営
体制を継続指定管理者

制度
包括的
民間委託

PPP/PFI方式
の活用

地方独立行政法
人への移行

抜本的な改革の取組

事業廃止
民営化・
民間譲渡

広域化等
民間活用

抜本的な改革に取り組まず、現行の経営体制・手法を継続する理由及び現在の経営状況・経営戦略等におけ
る中長期的な将来見通しを踏まえた、今後の経営改革の方向性

現行の経営体制・手法で，健全な事業運営が実施できているため抜本的な改革に取り組んでいない。また，令和２年
度に経営戦略・アセットマネジメントを策定し，中長期的な計画を検討していく。

○

地方公営企業の抜本的な改革等の取組状況（令和2年3月31日時点）

実施状況

現行の経営体制・手法を継続する理由、今後の方向性



（実施類型） （取組の概要及び効果） （実施（予定）時期）

（取組の概要） （検討状況・課題）

団体名 業種名 事業名 施設名

土浦市 下水道事業 公共下水道 ー

現行の経営
体制を継続指定管理者

制度
包括的
民間委託

PPP/PFI方式
の活用

地方独立行政法
人への移行

抜本的な改革の取組

事業廃止
民営化・
民間譲渡

広域化等
民間活用

○

取組事項 （下水道事業）広域化等

実施済
汚水処理施設の

統廃合
汚泥処理の
共同化

実施予定

維持管理・事務
の共同化

最適な汚水処理
施設の選択（最適化）

年 月 日

検討中 ○

令和元年度に広域化調査委託
を実施し，現在，農業集落排水
処理施設の公共下水道への統
合について調査・検討を行って
いる。

・市内6箇所の農業集落排水処理施設について，地形的な問
題や受入先となる公共下水道管渠の流量等の問題があるた
め，全処理施設の広域化等は困難な状況にある。
・公共下水道との統合による費用対効果を検証する必要が
ある。

地方公営企業の抜本的な改革等の取組状況（令和2年3月31日時点）

実施状況

抜本的な改革の取組状況



（実施類型） （取組の概要及び効果） （実施（予定）時期）

（取組の概要） （検討状況・課題）

団体名 業種名 事業名 施設名

土浦市 下水道事業 特定環境保全公共下水道 ー

現行の経営
体制を継続指定管理者

制度
包括的
民間委託

PPP/PFI方式
の活用

地方独立行政法
人への移行

抜本的な改革の取組

事業廃止
民営化・
民間譲渡

広域化等
民間活用

○

取組事項 （下水道事業）広域化等

実施済
汚水処理施設の

統廃合
汚泥処理の
共同化

実施予定

維持管理・事務
の共同化

最適な汚水処理
施設の選択（最適化）

年 月 日

検討中 ○

令和元年度に広域化調査委託
を実施し，現在，農業集落排水
処理施設の公共下水道への統
合について調査・検討を行って
いる。

・市内6箇所の農業集落排水処理施設について，地形的な問
題や受入先となる公共下水道管渠の流量等の問題があるた
め，全処理施設の広域化等は困難な状況にある。
・公共下水道との統合による費用対効果を検証する必要が
ある。

地方公営企業の抜本的な改革等の取組状況（令和2年3月31日時点）

実施状況

抜本的な改革の取組状況



（実施類型） （取組の概要及び効果） （実施（予定）時期）

（取組の概要） （検討状況・課題）

団体名 業種名 事業名 施設名

土浦市 下水道事業 農業集落排水施設 ー

現行の経営
体制を継続指定管理者

制度
包括的
民間委託

PPP/PFI方式
の活用

地方独立行政法
人への移行

抜本的な改革の取組

事業廃止
民営化・
民間譲渡

広域化等
民間活用

○

取組事項 （下水道事業）広域化等

実施済
汚水処理施設の

統廃合
汚泥処理の
共同化

実施予定

維持管理・事務
の共同化

最適な汚水処理
施設の選択（最適化）

年 月 日

検討中 ○

令和元年度に広域化調査委託
を実施し，現在，農業集落排水
処理施設の公共下水道への統
合について調査・検討を行って
いる。

・市内6箇所の農業集落排水処理施設について，地形的な問
題や受入先となる公共下水道管渠の流量等の問題があるた
め，全処理施設の広域化等は困難な状況にある。
・公共下水道との統合による費用対効果を検証する必要が
ある。

地方公営企業の抜本的な改革等の取組状況（令和2年3月31日時点）

実施状況

抜本的な改革の取組状況



（取組の概要及び効果） （方式） （実施（予定）時期）

（取組の概要） （検討状況・課題）

団体名 業種名 事業名 施設名

土浦市 駐車場整備事業 ― ー

現行の経営
体制を継続指定管理者

制度
包括的
民間委託

PPP/PFI方式
の活用

地方独立行政法
人への移行

抜本的な改革の取組

事業廃止
民営化・
民間譲渡

広域化等
民間活用

取組事項 民間活用（指定管理者制度）

○

実施済 代行制 利用料金制

実施予定 月 日

検討中 ○

　指定管理者制度については，
平成２１年度から平成２５年度
まで導入していたが，駅前商業
施設の撤退等により料金収入
が減少し，利用料金制度での運
用が困難になったため，廃止し
た経緯がある。
　現在，駅前広場の再開発事業
も完了し，安定した駐車場運営
が見込めるようになったことか
ら，指定管理者制度の再導入を
検討している。

　令和３年度から利用料金制度で導入する予定であったが，
新型コロナウイルスの影響により利用者が激減し，今後の見
通しが全く立たないことから，導入については次年度以降に
延期した。
　今後は社会情勢と駐車場利用状況を注視しながら，導入時
期を検討していく。

年

地方公営企業の抜本的な改革等の取組状況（令和2年3月31日時点）

実施状況

抜本的な改革の取組状況


